
第５７号議案説明資料 

芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例新旧対照表 
（下線部分は，改正部分） 

改 正 案 現   行 
別表第2(第9条関係) 

地区集会所施設使用料金表 
施設使用料金 施 

設 

名 

室名 広さ 収

容

人

員 

朝 

午前9時

～ 

正午 

昼 

午後1時

～ 

午後5時

夜 

午後6時

～ 

午後9時

30分 

深夜 

午 後 11

時～ 

翌 日 午

前8時 

打出集会所～浜風集会所 （省略） 

洋室(A) 58m2 38 2,000 2,400 2,800 5,600奥池 
集会 
所 洋室(B) 17m2 12 700 800 1,000 2,000

西蔵集会所～三条集会所 （省略） 

備考 （省略） 

別表第2(第9条関係) 

地区集会所施設使用料金表 
施設使用料金 施 

設 

名 

室名 広さ 収

容

人

員

朝 

午前9時

～ 

正午 

昼 

午後1時

～ 

午後5時

夜 

午後6時

～ 

午後9時

30分 

深夜 

午 後 11

時～ 

翌 日 午

前8時 

打出集会所～浜風集会所 （省略） 

和室(A) 8畳 16 1,000 1,100 1,200 2,400

和室(B) 8畳 16 1,000 1,100 1,200 2,400

洋室(A) 58m2 38 2,000 2,400 2,800 ―

奥池

集会

所 
洋室(B) 17m2 12 700 800 1,000 ―

西蔵集会所～三条集会所 （省略） 

 備考 （省略） 
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奥池集会所


